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暫定ケアプランと「居宅サービス計画等作成依頼（変更）届出書」について 

 

 介護保険法第２７条、第２８条に定める要介護認定または第３２条、第３３条に定める

要支援認定の申請をした被保険者が、申請から認定結果が確定するまでの間にサービスを

利用する場合の暫定ケアプランの作成等については、以下のとおり取り扱うこととします。 

 

Ⅰ 新規申請 

 

１ 要介護認定の可能性が高いと見込んだ場合 

（１）暫定ケアプランの作成 

利用者は、居宅介護支援事業者に暫定の「居宅サービス計画」の作成を依頼し、

サービスの利用を開始する月の間に「居宅サービス計画等作成依頼（変更）届出書

（第２９号様式（第３１条関係））（以下『居宅の届出書』という。）」を藤沢市介護

保険課に提出する。 

居宅介護支援事業者は、仮に認定の結果が要支援となった場合でも、ケアプラン

に基づいた適切なサービス提供が行われるよう、介護予防支援事業者と連携をとり、

介護予防支援事業者に暫定の「介護予防サービス計画」の作成を依頼する。ケアプ

ラン上には居宅サービス及び介護予防サービス両方を提供している事業所を位置づ

ける。 

（２）認定後の取り扱い 

  ① 要介護認定の場合 

    居宅介護支援事業者が「居宅サービス計画」を作成し、給付管理業務は居宅介

護支援事業者が行う。 

② 要支援認定の場合 

     利用者は速やかに介護予防支援事業者と契約を結び、「居宅の届出書」を藤沢市

介護保険課に提出する。給付管理業務は介護予防支援事業者が行う。 

※ 月をまたいで認定結果が確定し、月遅れで介護予防支援事業者の「居宅の届

出書」を提出することとなっても、暫定の「介護予防サービス計画」が作成

されていれば、当該「居宅の届出書」の届出日は、前回「居宅の届出書」を

届け出た月の末日に遡る。 

 

２ 要支援認定の可能性が高いと見込んだ場合 

（１）暫定ケアプランの作成 

利用者は、介護予防支援事業者に暫定の「介護予防サービス計画」の作成を依頼

し、サービスの利用を開始する月の間に「居宅の届出書」を藤沢市介護保険課に提

出する。 

介護予防支援事業者は、仮に認定の結果が要介護となった場合でも、ケアプラン

に基づいた適切なサービス提供が行われるよう、居宅介護支援事業者と連携をとり、
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居宅介護支援事業者に暫定の「居宅サービス計画」の作成を依頼する。ケアプラン

上には居宅サービス及び介護予防サービス両方を提供している事業所を位置づける。 

（２）認定後の取り扱い 

  ① 要介護認定の場合 

    利用者は速やかに居宅介護支援事業者と契約を結び、「居宅の届出書」を藤沢市

介護保険課に提出する。給付管理業務は居宅介護支援事業者が行う。 

※ 月をまたいで認定結果が確定し、月遅れで居宅介護支援事業者の「居宅の届

出書」を提出することとなっても、暫定の「居宅サービス計画」が作成され

ていれば、当該「居宅の届出書」の届出日は、前回「居宅の届出書」を届け

出た月の末日に遡る。 

② 要支援認定の場合 

     介護予防支援事業者が「介護予防サービス計画」を作成し、給付管理業務は介

護予防支援事業者が行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（参考）要支援１・２からの新規申請の場合 

（１）暫定ケアプランの作成 

利用者は、居宅介護支援事業者に暫定の「居宅サービス計画」の作成を依頼し、

サービスの利用を開始する月の間に「居宅の届出書」を藤沢市介護保険課に提出す

る。 

居宅介護支援事業者は、仮に認定の結果が要支援となった場合でも、ケアプラン

に基づいた適切なサービス提供が行われるよう、介護予防支援事業者と連携をとり、

介護予防支援事業者に暫定の「介護予防サービス計画」の作成を依頼する。ケアプ

ラン上には居宅サービス及び介護予防サービス両方を提供している事業所を位置づ

ける。 

（２）認定後の取り扱い 

  ① 要介護認定の場合 

    居宅介護支援事業者が「居宅サービス計画」を作成し、給付管理業務は居宅介

護支援事業者が行う。 

新規申請

要介護認定の場合
⇒Ⅰ１(２)①

要介護
見込み

要支援
見込み

居宅の届出を
介護で提出
⇒Ⅰ１(１)

（１）暫定ケアプランの
作成

（２）認定後の取り扱い

要支援認定の場合
⇒Ⅰ１(２)②

要介護認定の場合
⇒Ⅰ２(２)①

要支援認定の場合
⇒Ⅰ２(２)②

居宅の届出を
予防で提出
⇒Ⅰ２(１)

月をまたいで認定結
果が確定した場合
⇒ ※の箇所参照

新規申請

要介護認定の場合
⇒Ⅰ１(２)①

要介護
見込み

要支援
見込み

居宅の届出を
介護で提出
⇒Ⅰ１(１)

（１）暫定ケアプランの
作成

（２）認定後の取り扱い

要支援認定の場合
⇒Ⅰ１(２)②

要介護認定の場合
⇒Ⅰ２(２)①

要支援認定の場合
⇒Ⅰ２(２)②

居宅の届出を
予防で提出
⇒Ⅰ２(１)

月をまたいで認定結
果が確定した場合
⇒ ※の箇所参照
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② 要支援認定の場合 

     利用者は速やかに介護予防支援事業者と契約を結び、「居宅の届出書」を藤沢市

介護保険課に提出する。給付管理業務は介護予防支援事業者が行う。 

※ 月をまたいで認定結果が確定し、月遅れで介護予防支援事業者の「居宅の届

出書」を提出することとなっても、暫定の「介護予防サービス計画」が作成

されていれば、当該「居宅の届出書」の届出日は、前回「居宅の届出書」を

届け出た月の末日に遡る。 

 

 

 

 

 

 

 

※要支援１から要支援２を見込んだ新規申請で、居宅介護支援事業者と連携をとる必要が

ある場合は、「居宅の届出書」の提出はせず、電話等で介護保険課へ連携の連絡をしてくだ

さい。要介護認定の場合は、連絡があった月の末日まで遡ります。 

 

Ⅱ 更新申請（認定結果が現在の認定有効期間中に確定しなかった場合） 

 

１ 要介護認定を受けていたが、要介護認定の可能性が高いと見込んだ場合 

（１）暫定ケアプランの作成 

現在利用者と契約している居宅介護支援事業者は、仮に認定の結果が要支援とな

った場合でも、ケアプランに基づいた適切なサービス提供が行われるよう、介護予

防支援事業者と連携をとり、介護予防支援事業者に暫定の「介護予防サービス計画」

の作成を依頼する。ケアプラン上には居宅サービス及び介護予防サービス両方を提

供している事業所を位置づける。 

（２）認定後の取り扱い 

  ① 要介護認定の場合 

    居宅介護支援事業者が引き続き「居宅サービス計画」を作成し、給付管理業務

は居宅介護支援事業者が行う。 

② 要支援認定の場合 

     利用者は速やかに介護予防支援事業者と契約を結び、「居宅の届出書」を藤沢市

介護保険課に提出する。給付管理業務は介護予防支援事業者が行う。 

※ 月をまたいで認定結果が確定し、月遅れで居宅介護支援事業者の「居宅の届

出書」を提出することとなっても、暫定の「介護予防サービス計画」が作成

されていれば、当該「居宅の届出書」の届出日は、認定期間開始月の末日に

遡る。 

要支援

要介護認定の場合
⇒(２)①

要介護
見込み

居宅の届出を
介護で提出
⇒(１)

（１）暫定ケアプランの
作成

（２）認定後の取り扱い

要支援認定の場合
⇒(２)②

月をまたいで認定結
果が確定した場合
⇒ ※の箇所参照

要支援

要介護認定の場合
⇒(２)①

要介護
見込み

居宅の届出を
介護で提出
⇒(１)

（１）暫定ケアプランの
作成

（２）認定後の取り扱い

要支援認定の場合
⇒(２)②

月をまたいで認定結
果が確定した場合
⇒ ※の箇所参照
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２ 要介護認定を受けていたが、要支援認定の可能性が高いと見込んだ場合 

（１）暫定ケアプランの作成 

利用者は、介護予防支援事業者に暫定の「介護予防サービス計画」の作成を依頼

し、新規に介護予防サービスの利用を開始する月の間に「居宅の届出書」を藤沢市

介護保険課に提出する。 

介護予防支援事業者は、仮に認定の結果が要介護となった場合でも、ケアプラン

に基づいた適切なサービス提供が行われるよう、居宅介護支援事業者と連携をとり、

居宅介護支援事業者に暫定の「居宅サービス計画」の作成を依頼する。ケアプラン

上には居宅サービス及び介護予防サービス両方を提供している事業所を位置づける。 

（２）認定後の取り扱い 

  ① 要介護認定の場合 

    利用者は速やかに居宅介護支援事業者と契約を結び、「居宅の届出書」を藤沢市

介護保険課に提出する。給付管理業務は居宅介護支援事業者が行う。 

※ 月をまたいで認定結果が確定し、月遅れで居宅介護支援事業者の「居宅の届

出書」を提出することとなっても、暫定の「居宅サービス計画」が作成され

ていれば、当該「居宅の届出書」の届出日は、前回「居宅の届出書」を届け

出た月の末日に遡る。 

② 要支援認定の場合 

     介護予防支援事業者が「介護予防サービス計画」を作成し、給付管理業務は介

護予防支援事業者が行う。 

 

３ 要支援認定を受けていたが、要支援認定の可能性が高いと見込んだ場合 

（１）暫定ケアプランの作成 

現在利用者と契約している介護予防支援事業者は、仮に認定の結果が要介護とな

った場合でも、ケアプランに基づいた適切なサービス提供が行われるよう、居宅介

護支援事業者と連携をとり、居宅介護支援事業者に暫定の「居宅サービス計画」の

作成を依頼する。ケアプラン上には居宅サービス及び介護予防サービス両方を提供

している事業所を位置づける。 

（２）認定後の取り扱い 

  ① 要介護認定の場合 

     利用者は速やかに居宅介護支援事業者と契約を結び、「居宅の届出書」を藤沢市

介護保険課に提出する。給付管理業務は居宅介護支援事業者が行う。 

※ 月をまたいで認定結果が確定し、月遅れで居宅介護支援事業者の「居宅の届

出書」を提出することとなっても、暫定の「介護予防サービス計画」が作成

されていれば、当該「居宅の届出書」の届出日は、前回「居宅の届出書」を

届け出た月の末日に遡る。 

② 要支援認定の場合 

    介護予防支援事業者が引き続き「介護予防サービス計画」を作成し、給付管理
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業務は介護予防支援事業者が行う。 

 

４ 要支援認定を受けていたが、要介護認定の可能性が高いと見込んだ場合 

（１）暫定ケアプランの作成 

利用者は、居宅介護支援事業者に暫定の「居宅サービス計画」の作成を依頼し、

新規に居宅サービスの利用を開始する月の間に「居宅の届出書」を藤沢市介護保険

課に提出する。 

居宅介護支援事業者は、仮に認定の結果が要支援となった場合でも、ケアプラン

に基づいた適切なサービス提供が行われるよう、介護予防支援事業者と連携をとり、

介護予防支援事業者に暫定の「介護予防サービス計画」の作成を依頼する。ケアプ

ラン上には居宅サービス及び介護予防サービス両方を提供している事業所を位置づ

ける。 

（２）認定後の取り扱い 

  ① 要介護認定の場合 

    居宅介護支援事業者が「居宅サービス計画」を作成し、給付管理業務は居宅介

護支援事業者が行う。 

② 要支援認定の場合 

     利用者は速やかに介護予防支援事業者と契約を結び、「居宅の届出書」を藤沢市

介護保険課に提出する。給付管理業務は介護予防支援事業者が行う。 

※ 月をまたいで認定結果が確定し、月遅れで介護予防支援事業者の「居宅の届

出書」を提出することとなっても、暫定の「介護予防サービス計画」が作成

されていれば、当該「居宅の届出書」の届出日は、前回「居宅の届出書」を

届け出た月の末日に遡る。 

要介護

要介護認定の場合
⇒ Ⅱ１(２)①

要介護
見込み

要支援
見込み

居宅の届出を
介護で提出
⇒Ⅱ１(１)

（１）暫定ケアプランの
作成

（２）認定後の取り扱い

要支援認定の場合
⇒ Ⅱ１(２)②

要介護認定の場合
⇒ Ⅱ２(２)①

要支援認定の場合
⇒ Ⅱ２(２)②

居宅の届出を
予防で提出
⇒Ⅱ２(１)

月をまたいで認定結
果が確定した場合
⇒ ※の箇所参照

要介護

要介護認定の場合
⇒ Ⅱ１(２)①

要介護
見込み

要支援
見込み

居宅の届出を
介護で提出
⇒Ⅱ１(１)

（１）暫定ケアプランの
作成

（２）認定後の取り扱い

要支援認定の場合
⇒ Ⅱ１(２)②

要介護認定の場合
⇒ Ⅱ２(２)①

要支援認定の場合
⇒ Ⅱ２(２)②

居宅の届出を
予防で提出
⇒Ⅱ２(１)

月をまたいで認定結
果が確定した場合
⇒ ※の箇所参照

要支援

要介護認定の場合
⇒ Ⅱ３(２)①

要支援
見込み

要介護
見込み

居宅の届出を
予防で提出
⇒Ⅱ３(１) 要支援認定の場合

⇒ Ⅱ３(２)②

要介護認定の場合
⇒ Ⅱ４(２)①

要支援認定の場合
⇒ Ⅱ４(２)②

居宅の届出を
介護で提出
⇒Ⅱ４(１)

月をまたいで認定結
果が確定した場合
⇒ ※の箇所参照

要支援

要介護認定の場合
⇒ Ⅱ３(２)①

要支援
見込み

要介護
見込み

居宅の届出を
予防で提出
⇒Ⅱ３(１) 要支援認定の場合

⇒ Ⅱ３(２)②

要介護認定の場合
⇒ Ⅱ４(２)①

要支援認定の場合
⇒ Ⅱ４(２)②

居宅の届出を
介護で提出
⇒Ⅱ４(１)

月をまたいで認定結
果が確定した場合
⇒ ※の箇所参照
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いずれの場合においても、月をまたいで認定結果が確定して、見込んだ結果と異なる暫

定プランが作成されていなければ、「居宅の届出書」の届出日を遡ることは認めないため、

届出月より前の月の保険給付は償還払いとなる。 

 

 

２０１４年（平成２６年）４月 藤沢市役所 介護保険課 総務・給付担当 


